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証券コード　7447

　新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するお知らせ
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主総会への
　ご出席に際しましては、株主総会開催日時点での流行状況
　やご自身の体調をご確認のうえ、感染防止にご配慮賜りま
　すようお願い申し上げます。また、株主総会会場において、
　株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講じる場合があ
　りますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
　書面・インターネットによる事前の議決権行使のご活用も
　よろしくお願い申し上げます。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、懇
　親会については中止とさせていただきます。

第71期  定 時 株 主 総 会

招 集 ご 通 知

開催日時 2020年11月19日（木曜日）午前10時
受付開始：午前９時

開催場所 東京都千代田区鍛冶町二丁目１番10号
当社本社　３階会議室

議　　案 第１号議案　剰余金の処分の件
 

第２号議案　取締役（監査等委員である取締
役を除く。）６名選任の件

第３号議案　監査等委員である取締役３名
選任の件

表紙
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企業理念／企業スローガン

いのちの力になりたい。

社是　　　人の和

経営方針

「人、利益、貢献」をバランス良く熟成させ、
社会に求められる企業集団を目指す。

信じる力　ぶれない力　原理原則の探究

ビジネスモデル　マーケット お取引先様　女性支援
雇用創出　環境　株主還元

人

ナ  ガ  イ  ズ  ム

利益 貢献

経営理念
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証券コード　7447
2020年11月２日

株 主 各 位
東京都千代田区鍛冶町二丁目１番10号

代表取締役社長 澤 登 一 郎
第71期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第71期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述
のご案内に従って2020年11月18日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使してく
ださいますようお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2020年11月19日（木曜日）午前10時　(受付開始：午前９時)
２．場 所 東京都千代田区鍛冶町二丁目１番10号

当社本社　３階会議室
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第71期（2019年９月１日から2020年８月31日まで）事業報告、連
結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査
結果報告の件

２．第71期（2019年９月１日から2020年８月31日まで）計算書類報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申し上げます。

 

◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定にもとづき、インターネット上の当社ウェブ
サイト（https://www.nagaileben.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しており
ません。

　①連結計算書類の連結注記表　②計算書類の個別注記表
　なお、本招集ご通知の提供書面に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査

等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であり
ます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、イン
ターネット上の当社ウェブサイト（https://www.nagaileben.co.jp）に掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますよ
うお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に
対する賛否をご表示のうえ、ご返
送ください。

次ページの案内に従って、議案の
賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2020年11月19日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2020年11月18日（水曜日）
午後５時30分到着分まで

2020年11月18日（水曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案
⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印
第２・３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議
決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

－ 2 －

議決権行使についてのご案内
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インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

日本証券代行株式会社　代理人部　ウェブサポート専用ダイヤル
［電話］0120（707）743

受付時間　9:00～21:00（土曜、日曜、祝日も受付）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://www.e-sokai.jp

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4
※操作画面はイメージです。

－ 3 －

議決権行使についてのご案内
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件

第71期の期末配当金については、１株当たり60円とすることとし、今後の事業展開等を
勘案し、内部留保にも意を用い、以下のとおり剰余金を処分いたしたいと存じます。

１．期末配当に関する事項
⑴　配当財産の種類

金銭といたします。
⑵　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額

当社普通株式１株につき金60円
総額1,971,558,840円

⑶　剰余金の配当が効力を生じる日
2020年11月20日

２．その他の剰余金の処分に関する事項
⑴　減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,500,000,000円
⑵　増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,500,000,000円

＜株主還元の基本方針＞　（40頁もご参照ください。）
　当社は、従来から株主の皆様への利益還元の充実を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、
配当性向を当社単体の純利益の５割程度とする方針を維持するとともに、安定的な配当金額を
継続することを基本方針としており、利益還元を重視する方針を明確にしております。
　なお、自己株式の取得については、市場環境等を踏まえ、機動的に行う方針としています。

100

75

50

25

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020予

（円）

１株当たり配当金の推移

2011年９月 １株→２株に株式分割
2015年の１株当たり配当金100円（普通配当：50円、記念配当：50円）

－ 4 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員

（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、改めて取締役６名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会から、各取締役候補者は、業務執行状況及

び業績、取締役会での発言、これまでの経歴等より、当社の取締役として適任であるとの
意見表明を受けております。

取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 　 歴 、 地 　 位 、 担 　 当 　 及 　 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

１

さ わ の ぼ り  い ち ろ う
澤 登 一 郎
(1956年９月２日生)

1980年４月 当社入社

5,788,850株

1986年10月 当社取締役
1987年10月 当社常務取締役
1991年９月 当社代表取締役副社長
1995年11月 当社代表取締役社長
2001年12月 当社代表取締役社長兼企画本部長
2003年11月 当社代表取締役社長

（現在に至る）
［重要な兼職の状況]

ナガイ白衣工業株式会社代表取締役社長
【取締役候補者とした理由】
澤登一郎氏は、1986年に当社取締役に就任以来、当社の業績の向上に貢献しており、1995年に代表
取締役社長に就任以降は、当社の経営トップとして高い見識と豊富な経験をもとにリーダーシップを
発揮し、その責任を十分に果たし、当社の企業価値向上に貢献していること、社内外問わず人望厚く
申し分ないことから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 5 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 　 歴 、 地 　 位 、 担 　 当 　 及 　 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

２

さ い と う 　 の ぶ ひ こ
斉 藤 信 彦
(1961年11月10日生)

1984年４月 株式会社クラレ入社

57,447株

1992年５月 当社入社
当社新事業開発室長

1995年11月 当社取締役企画本部長
1999年９月 当社取締役企画本部長兼営業本部副本部

長
2001年12月 当社常務取締役営業本部長
2003年11月 当社常務取締役営業本部長兼企画本部長
2010年11月 当社常務取締役兼営業本部長
2013年９月 当社常務取締役ＣＭＯ
2014年12月 当社常務取締役経営企画本部長

（現在に至る）
【取締役候補者とした理由】
斉藤信彦氏は、繊維メーカー勤務の経験があり、マーケティング全般についての専門的な知識を有し
ており、当社入社後は新規事業の開発に貢献され、1995年に取締役就任後は、高度な専門性と高い見
識のもと商品の企画・営業・経営企画を管掌するなど当社の企業価値向上に貢献していること、社内
外問わず人望厚く申し分ないことから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 6 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 　 歴 、 地 　 位 、 担 　 当 　 及 　 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

３

あ さ い 　 か つ じ
朝 井 克 司
(1957年４月10日生)

1981年４月 蝶理株式会社入社

11,425株
2008年12月 当社入社

当社業務部次長
2010年11月 当社取締役業務本部長

（現在に至る）
【取締役候補者とした理由】
朝井克司氏は、繊維商社勤務の経験があり、2010年に取締役就任後は、国内・国外の仕入業務全般に
ついて豊富な経験と高い見識のもとに当社の企業価値の向上に貢献されていること、社内外問わず人
望厚く申し分ないことから、引き続き取締役候補者といたしました。

４

や ま も と 　 や す よ し
山 本 康 義
(1957年12月23日生)

1981年４月 ユニチカ株式会社入社

11,525株

1999年４月 ユニチカテキスタイル株式会社（現ユニチ
カトレーディング株式会社）分社により転
籍

2009年10月 当社入社
当社経営企画室長

2010年２月 当社企画部次長
2010年11月 当社取締役企画本部長

（現在に至る）
【取締役候補者とした理由】
山本康義氏は、繊維メーカー勤務の経験があり、2010年に取締役就任後は、新商品企画・品質管理全
般について豊富な経験と高度な専門性を発揮され当社の企業価値向上に貢献されていること、社内外
問わず人望厚く申し分ないことから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 7 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 　 歴 、 地 　 位 、 担 　 当 　 及 　 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

５

し ん た に 　  き  ん  や
新 谷 欣 哉
(1963年６月20日生)

1986年４月 広島トヨペット株式会社入社

10,365株

1987年10月 当社入社
2002年９月 当社営業部次長兼営業第三課課長
2003
2004
2006
2013
2014

年９月 当社営業部次長兼マーケティング室室長
年９月 当社営業部次長
年12月 当社営業部部長
年９月 当社営業本部長
年11月 当社取締役営業本部長

（現在に至る）
【取締役候補者とした理由】
新谷欣哉氏は、入社以来営業として大変優秀な成績を残しており市場を知悉していること、2014年に
取締役就任後は、十分に能力を発揮し当社の企業価値向上に貢献されていること、社内外問わず人望
厚く申し分ないことなどから、引き続き取締役候補者といたしました。

６

※
や ま む ら 　 ひ ろ ゆ き
山 村 浩 之
(1973年２月６日生)

1997

2019

年４月 株式会社第一勧業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行

24株
年 7 月 当社入社

2020年 9 月
当社管理本部長付次長
当社管理本部部長
（現在に至る）

【取締役候補者とした理由】
山村浩之氏は、金融機関勤務の豊富な業務経験があり、入社以来幅広い知見と高い見識のもと管理部
門を管掌され、当社の企業価値向上に貢献していること、社内外問わず人望厚く申し分ないことなど
から、取締役候補者といたしました。

（注）１.各取締役候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
２.山村浩之氏（※）は、新任の取締役候補者であります。
３.山村浩之氏の「所有する当社の株式数」は、従業員持株会における持分であります。

－ 8 －
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第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、改めて監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 　 歴 、 地 　 位 、 担 　 当 　 及 　 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

１

お  ぎ  の 　  か ず た か
荻 野 和 孝
(1950年９月30日生)

1974年４月 株式会社毎日新聞社入社

20,200株

1983年４月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社入社
1992年11月 当社入社
1994年10月 当社業務部次長
1995年11月 当社取締役業務本部長
2010年11月 当社常勤監査役
2016年11月 当社取締役（監査等委員・常勤）

（現在に至る）
【監査等委員である取締役候補者とした理由】
荻野和孝氏は、1995年に取締役に就任以降、業務本部長として豊富な経験を有しており、当社の事業
に精通しており、2010年からは常勤監査役として、また、2016年からは常勤の監査等委員である取
締役として、高い見識に基づき取締役会のほか、経営会議等の業務執行に関する重要な会議に出席し
積極的に意見を述べております。また、社内外問わず人望厚く申し分ないことなどから、引き続き監
査等委員である取締役候補者といたしました。

－ 9 －
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 　 歴 、 地 　 位 、 担 　 当 　 及 　 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

２

し  ろ  み 　  こ う い ち
城 見 浩 一
(1955年３月14日生)

1981年10月 アーンストアンドウィニー会計事務所入
所

－株

1985年８月 公認会計士登録
1997年９月 新日本アーンストアンドヤング株式会社

取締役
2001年３月 税理士登録
2002年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監

査法人）転籍
2003年１月 新日本監査法人退職
2003年２月 城見税務会計事務所開設

所長就任
（現在に至る）

2004年６月 株式会社スーパーアルプス社外監査役
（現在に至る）

2004年８月 小津産業株式会社社外監査役
2007年５月 アズフィット株式会社社外監査役
2011年11月 当社社外監査役
2016

2020

年11月 当社社外取締役（監査等委員）

年６月
（現在に至る）
株式会社不二工機社外監査役
（現在に至る）

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
城見浩一氏は、公認会計士及び税理士として専門的な知識を有しており、他の会社の取締役として企
業経営についての豊富な経験と幅広い見識を有しているほか、他の会社の社外監査役としての経験を
有しております。それらの経験を当社の監査等に活かしていただきたいため、引き続き監査等委員で
ある社外取締役候補者といたしました。

－ 10 －

監査等委員選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 　 歴 、 地 　 位 、 担 　 当 　 及 　 び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

３

み し ま  こ う た
三 嶋 浩 太
(1977年８月31日生)

2000年４月 株式会社野村総合研究所入社

438株

2002年１月 日興コーディアル証券株式会社(現ＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社)入社

2006年11月 株式会社ネクスト２１入社
2007年４月 同社取締役
2008年８月 株式会社ツバルの森（現株式会社アネモ

イ）代表取締役
2016年４月 合同会社ｍｏｉｍｏｉ代表社員

（現在に至る）
2016年11月 当社社外取締役（監査等委員）

（現在に至る）
2019年４月 合同会社ツバルの森代表社員

（現在に至る）
2019年11月 ＰＡＯＳ東京合同会社代表社員

（現在に至る）
［重要な兼職の状況]
合同会社ｍｏｉｍｏｉ代表社員
合同会社ツバルの森代表社員
ＰＡＯＳ東京合同会社代表社員

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】
三嶋浩太氏は、他の会社の取締役や代表取締役として、企業経営についての豊富な経験と幅広い見識
を有しております。それらの経験を当社の監査等に活かしていただきたいため、引き続き監査等委員
である社外取締役候補者といたしました。

（注）１．城見浩一氏は、過去において当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人で６カ月の在籍
経験がありますが、当社の監査業務を担当しておりませんでした。また同氏は同法人を2003年１
月31日付けで退職し、５年以上経過しており、独立性に問題はないものと判断しております。三
嶋浩太氏は、株式会社ツバルの森(現株式会社アネモイ）の創業者で、同社の顧問を兼務してお
り、当社は同社より、投資家向け広報活動の支援を受けておりましたが、2016年8月31日をもっ
て契約を終了いたしました。なお、第67期（2016年８月期）における当社から同社への支払額
は、年間3,550千円であり、独立性に問題はないものと判断しております。その他の候補者と当社
との間には、特別の利害関係はありません。

２．城見浩一氏及び三嶋浩太氏は、社外取締役候補者であります。
３．城見浩一氏及び三嶋浩太氏は、現在当社の社外取締役でありますが、両氏の社外取締役としての

在任期間は、本総会終結の時をもって４年となります。なお、城見浩一氏は、当社の監査等委員
である社外取締役就任前に当社の社外監査役であったことがあります。

４．当社と取締役（監査等委員）全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限

－ 11 －
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度額は、法令が規定する額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（監
査等委員）が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られま
す。３氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

５．当社は、城見浩一氏及び三嶋浩太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
ります。なお、両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であ
ります。

以 上

－ 12 －
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（提供書面）

事　 業　 報　 告
( 自　2019年 9 月 1 日

至　2020年 8 月31日 )
１．企業集団の現況に関する事項

⑴　事業の経過及び成果
当連結会計年度における国内経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、

一部企業の業績への影響が顕在化するなど、景気の先行きへの不透明感が増している状況
にあります。

医療・介護業界におきましては、新型コロナウイルスに立ち向かう最前線としてこの未
曾有の事態に昼夜を厭わず全力で対応して来られました。しかしながら、新型コロナウイ
ルス患者の受け入れの有無に関わらず、ほとんどの医療施設は患者数の激減によりその経
営環境は大きく悪化し、政府の診療報酬の特例や医療物資の無料配布などの医療支援もま
だ十分な成果を発揮できておらず、早急な追加対応が求められるところであります。

このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）は、主力のヘルスケアウ
ェア及びドクターウェアが新型コロナウイルス禍において更新物件の商談に支障をきたし、
納入遅れが顕著となり多くの更新物件に期ズレが発生いたしました。第３四半期はその影
響が大きく大幅な減収となりましたものの、遅れた物件のキャッチアップにより第４四半
期の減収幅は減少し回復基調にあります。一方、手術ウェアは医療資材不足の背景の中、
コンペルパックを中心にリユーザブルの利点が評価され順調な増収となりました。また期
中に開発、上市しました感染対策商品群が厚生労働省からの大口受注も含め第４四半期の
売上に大きく貢献しました結果、通期の売上は前年比1.7％の増収を達成することができま
した。

当連結会計年度におきまして、新型コロナウイルス感染症の拡大により、感染対策の医
療資材不足という医療現場での緊急課題が浮上し、当社グループは急遽、感染対策商品を
新規に開発し、提供いたしました。感染対策商品として6月以降本格的に市場投入したア
イソレーションガウンも含め当社グループ商品は、いずれの商品も繰り返し洗濯し再利用
の可能なリユーザブル商品群であり、このような環境下において今後さらにその有益性が
評価されるものと考えております。

生産面におきましては、国内外の生産工場は新型コロナウイルス感染症による影響は軽
微でした。急増した感染対策商品の需要に対し、国内での生産能力を、アイソレーション
ガウンやマスク、手術ウェア等の感染対策商品の生産に全面的に切り替えたことで、医療
現場に対し迅速な供給を行うことができました。その結果、売上高総利益率は、国内での
緊急生産による利益額の減少が起こり、生地をはじめとする全般的な原材料の上昇や、国
内での人件費上昇による原価上昇が響き、前年同期比0.9ポイントダウンの45.8％となり
ました。

－ 13 －
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販売費及び一般管理費におきましては、新型コロナウイルス感染症に関連し、感染対策
商品の医療機関及び医療関連サービス業、地方自治体等への寄付、医療従事者等に向けた
応援広告の実施といった当初予定していなかった費用が発生したものの、活動自粛による
国内外の人的移動自粛、展示会の延期及び中止等があり、さらに前年同期に発生した役員
退職慰労金制度廃止に伴う功労金などの一過性費用が減少したため、前年同期比1.7％減と
なりました。

このような状況のもと、当連結会計年度の売上高につきましては17,066百万円（前連結
会計年度比1.7％増）、営業利益は4,937百万円（同0.4％増）、経常利益は5,031百万円
（同0.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,474百万円（同0.8％増）を計上い
たしました。

また、当社個別の業績につきましては、売上高は17,061百万円（前期比1.7％増）、営
業利益は4,782百万円（同0.2％減）、経常利益は4,924百万円（同0.3％減）、当期純利益
は3,415百万円（同0.6％減）を計上いたしました。
（注）　当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一セグメントであるため、セグメント情

報の記載は省略しております。

－ 14 －
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⑵　設備投資等の状況
当社グループが当連結会計年度に実施した設備投資は総額183百万円（無形固定資産を

含む）で、その主なものは建物関連やＩＴ設備への投資等であります。

⑶　資金調達の状況
該当する事項はありません。

⑷　対処すべき課題
国内外において新型コロナウイルス感染症の終息の時期や感染拡大による影響が見通せ

ないため、景気の先行きは依然不透明な状況が続くことが見込まれます。
医療・介護業界におきましては、政府は医療崩壊を回避すべく医療報酬の改定などの追

加策を検討しており、医療現場支援に向けた新たな施策が実施されていくものと予測され
ます。新型コロナウイルス感染問題の終息の見通しは立っていないものの、このような施
策により医療施設等の経営状況は安定化に向けた改善が期待されております。

当社グループといたしましては、このような状況下において営業活動の進捗に不透明感
は残るものの、メディカルウェアは消耗品のため、前期からの期ズレ物件も含め順次納入
が進むものと判断しております。また、引き続き需要が期待される手術ウェア、前期取組
みの開始が遅れた患者ウェアの順調な増収を加え、前期厚生労働省に納入した売上の大幅
ダウンをカバーし、過去最高の売上を目指してまいります。

生産に関しましては、ＱＲ体制の強化と小ロット多品種生産への対応力の強化を図ると
同時に、新型コロナウイルス感染症再拡大の緊急時における対応力の維持強化を図ってま
いります。また引き続き海外への生産シフトの推進及び海外生産拠点の生産性の向上と品
質の安定化を図ってまいります。

資本政策といたしましては、当社グループの強固な財務体質の強みを活かし、株主価値
向上のため、配当性向を当社単体の純利益の５割程度とする方針を維持するとともに、必
要に応じて自己株式の取得等を積極的に実施してまいります。

今後とも、企業価値の向上のための成長機会への再投資も考慮しつつ、株主への利益還
元に努めてまいります。

－ 15 －
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⑸　財産及び損益の状況の推移

区　分
第68期

( 自　2016年 9 月 1 日
至　2017年 8 月31日 )

第69期

( 自　2017年 9 月 1 日
至　2018年 8 月31日 )

第70期

( 自　2018年 9 月 1 日
至　2019年 8 月31日 )

第71期
(当連結会計年度)
( 自　2019年 9 月 1 日

至　2020年 8 月31日 )
売 上 高(百万円) 17,017 17,144 16,785 17,066
経 常 利 益(百万円) 5,340 5,338 4,990 5,031
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益(百万円) 3,673 3,675 3,445 3,474
１株当たり当期純利益(円) 110.49 110.57 103.61 105.47
純 資 産(百万円) 36,545 38,345 39,721 40,121
１株当たり純資産額(円) 1,099.23 1,153.38 1,194.54 1,221.00
総 資 産(百万円) 40,951 42,643 44,281 44,931

（注）　１株当たり当期純利益は、自己株式控除後の期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産額は、自
己株式控除後の期末発行済株式数によりそれぞれ算出しております。

⑹　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当する事項はありません。
②　重要な子会社の状況

会　　　社　　　名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容
千円 ％

ナ ガ イ 白 衣 工 業 株 式 会 社 50,000 100.0
白衣類の縫製加工
白衣類の縫製指図
品質管理・技術指導
製品の委託出荷

⑺　主要な事業内容（2020年８月31日現在）
当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売をしており、主な商品は次のとおり

であります。
①　メディカルウェア
②　シューズ

－ 16 －
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⑻　主要な営業所及び工場（2020年８月31日現在）
会 社 名 主 要 拠 点

ナガイレーベン株式会社
（本社）東京都千代田区鍛冶町二丁目１番10号
（支店）札幌市東区、仙台市宮城野区、名古屋市東区、大阪市東成区、広島

市西区、香川県高松市、福岡市中央区、中華民国:台北市
（物流センター）秋田県大仙市神宮寺、広島県東広島市

ナガイ白衣工業株式会社
（本社）秋田県大仙市神宮寺
（カッティングセンター）秋田県大仙市神宮寺
（工場）秋田県大仙市神宮寺、秋田県大仙市南外、秋田県仙北郡美郷町

（注）2019年9月1日をもって高松営業所を高松支店に名称変更いたしました。

⑼　従業員の状況（2020年８月31日現在）
①　企業集団の従業員数

区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
男 性 171名 5名減
女 性 345名 10名増

合 計 516名 5名増
（注）従業員数には契約社員、臨時従業員及び海外支店の現地社員は含んでおりません。

②　当社の従業員の状況
区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
男 性 84名 2名減 42.9歳 16.0年
女 性 35名 1名増 35.2歳 10.3年

合 計 又 は 平 均 119名 1名減 40.7歳 14.3年
（注）従業員数には契約社員、臨時従業員及び海外支店の現地社員は含んでおりません。

⑽　主要な借入先（2020年８月31日現在）
該当する事項はありません。

⑾　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当する事項はありません。

－ 17 －
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２．会社の株式に関する事項（2020年８月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 100,000,000株
⑵　発行済株式の総数（自己株式5,376,686株を除く) 32,859,314株
⑶　株主数 2,903名
⑷　大株主

株　　　　主　　　　名 持　株　数 持株比率
株 ％

澤 登 一 郎 5,788,850 17.6

Ｎ Ｏ Ｒ Ｔ Ｈ Ｅ Ｒ Ｎ 　 Ｔ Ｒ Ｕ Ｓ Ｔ 　 Ｃ Ｏ ．
（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＦＵＮＤＳ 2,269,027 6.9

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 2,210,300 6.7

Ｊ Ｐ 　 Ｍ Ｏ Ｒ Ｇ Ａ Ｎ 　 Ｃ Ｈ Ａ Ｓ Ｅ
Ｂ Ａ Ｎ Ｋ 　 ３ ８ ０ ０ ５ ５ 1,725,734 5.3

有 限 会 社 登 龍 1,455,300 4.4

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 1,138,300 3.5

澤 登 辰 郎 1,050,200 3.2

Ｒ Ｂ Ｃ 　 Ｉ Ｓ Ｔ 　 １ ５ 　 Ｐ Ｃ Ｔ 　 Ｎ Ｏ Ｎ
Ｌ Ｅ Ｎ Ｄ Ｉ Ｎ Ｇ 　 Ａ Ｃ Ｃ Ｏ Ｕ Ｎ Ｔ
－ Ｃ Ｌ Ｉ Ｅ Ｎ Ｔ 　 Ａ Ｃ Ｃ Ｏ Ｕ Ｎ Ｔ

882,900 2.7

澤 登 春 江 623,600 1.9

水 口 洋 子 592,400 1.8

（注）１．当社は、自己株式を5,376,686株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当する事項はありません。

－ 18 －
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役の氏名等(2020年８月31日現在)

氏 名 地 位 及 び 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

澤 登 一 郎 取締役社長(代表取締役) ナガイ白衣工業株式会社代表取締役社長

斉 藤 信 彦 常務取締役（経営企画本部長）

朝 井 克 司 取締役（業務本部長）

山 本 康 義 取締役（企画本部長）

新 谷 欣 哉 取締役（営業本部長）

徳 江 　 健 取締役（管理本部長）

荻 野 和 孝 取締役（監査等委員・常勤）

城 見 浩 一 取締役（監査等委員）
城見税務会計事務所所長　公認会計士　税理士
株式会社スーパーアルプス社外監査役
株式会社不二工機社外監査役

三 嶋 浩 太 取締役（監査等委員）
合同会社ｍｏｉｍｏｉ代表社員
合同会社ツバルの森代表社員
ＰＡＯＳ東京合同会社代表社員

（注）１．取締役（監査等委員）城見浩一氏及び三嶋浩太氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員）城見浩一氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有するものであります。
３．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督

機能を強化するために荻野和孝氏を常勤の監査等委員に選定しております。
４．当社は、取締役（監査等委員）城見浩一氏及び取締役（監査等委員）三嶋浩太氏を東京証券取引所の

定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

⑵　責任限定契約の内容の概要
当社と取締役（監査等委員）全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となります。なお、当該

責任限定が認められるのは、当該取締役（監査等委員）が責任の原因となった職務の遂行
について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

－ 19 －
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⑶　当事業年度に係る取締役の報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 支 　 給 　 額 （ 千 円 ）

取 締 役 (監 査 等 委 員 を 除 く ) ６名 115,869

取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
( う ち 社 外 取 締 役 )

３名
（２名）

20,405
（7,200）

合 計 ９名 136,274
（注）１．取締役（監査等委員を除く）の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額（賞与を含む）

56,238千円は含まれておりません。
２．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年11月25日開催の第67期定時株主総会において

年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．取締役（監査等委員を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度は、2018年11月22日開催の第69期定

時株主総会において決議いただいております。
４．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年11月25日開催の第67期定時株主総会において年額

40,000千円以内と決議いただいております。
５．上記支給額には、譲渡制限付株式報酬16,919千円（取締役分（監査等委員を除く）16,919千円）を含

んでおります。

⑷　社外役員に関する事項
①　重要な兼職先と当社との関係

取締役（監査等委員）城見浩一氏は、城見税務会計事務所の所長であります。また、
株式会社スーパーアルプス及び株式会社不二工機の社外監査役であります。城見税務会
計事務所、株式会社スーパーアルプス及び株式会社不二工機と当社との間にはいずれも
特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）三嶋浩太氏は合同会社ｍｏｉｍｏｉ、合同会社ツバルの森及び
ＰＡＯＳ東京合同会社の代表社員であります。合同会社ｍｏｉｍｏｉ、合同会社ツバル
の森及びＰＡＯＳ東京合同会社と当社との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
活　動　状　況

取締役
(監査等委員) 城 見 浩 一

当事業年度において開催された取締役会15回のうち14回出席し、主に公認会
計士及び税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、当事業年度において開催された監査等委員会17回のうち17回出席し、
主に当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行って
おります。

取締役
(監査等委員) 三 嶋 浩 太

当事業年度において開催された取締役会15回のうち15回出席し、企業経営に
ついての豊富な経験と幅広い見識から、取締役会において、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、当事業年度において開催された監査等委員会17回のうち17回出席し、
主に当社の経営環境並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っており
ます。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議が
あったものとみなす書面決議が４回ありました。

－ 20 －
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５．会計監査人に関する事項
⑴　会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

26,500千円
②　当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

26,500千円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく

監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額
にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務
指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬の見積りの算出根拠等を確
認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意の判断を行っ
ております。

⑶　非監査業務の内容
該当する事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断

した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委
員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を
解任した旨及びその理由を報告いたします。

－ 21 －
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６．業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　内部統制システムの基本方針につきましては、下記のとおり定めております。
①　当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制
　役職員が法令及び定款を遵守した行動をとるための行動規範として、企業倫理規程を
制定し、コンプライアンス体制に係る規程を整備する。また、その徹底を図るため、総
務部が、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に教育
等を行う。監査等委員会は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合していることを
監査し、定期的に取締役会に報告するものとする。内部監査部門は、使用人の職務の執
行が法令及び定款に適合していることを監査し、代表取締役社長及び監査等委員会に報
告するものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段
としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。
　反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を遮断する。反社会的勢力の不当要求
に対しては、警察等関連機関及び顧問弁護士と緊密に連携し、毅然とした態度で対応す
る。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下、
文書等という）に記録し、保存する。取締役は、文書管理規程により、常時、これらの
文書等を閲覧できるものとする。

③　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　損失の危険の管理に関する事項については、それぞれの担当部署にて、製造・物流・
情報管理等の安全に関する問題、コンプライアンスに関する問題、その他当社が抱える
リスクの管理について、必要な見直し・対応を検討する。組織横断的リスク状況の監視
及び全社的対応は総務部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会に
おいて速やかに対応責任者となる取締役を定める。

④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月
１回定例取締役会を開催し、適宜臨時取締役会を開催する。
　また、会社法第399条の13第６項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務
執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任す
ることができる旨の定款規定に基づき、取締役会決議により委任された重要な業務執行
の一部又は全部について、毎週月曜日に開催される経営会議において議論の上、決議す
る。

－ 22 －
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　取締役会及び経営会議の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程及び職務権
限規程において、それぞれの責任者及びその責任並びに執行手続の詳細について定める。
　中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定するものとし、会議等
を通じて全社に周知徹底する。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社取締役と子会社ナガイ白衣工業株式会社取締役との間の連携を図るため、定期的
に当社グループの役員による会議を開催し、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の
報告を受け、当社グループの経営方針に従って子会社の取締役の職務の執行が効率的に
行われる体制を構築する。
　関係会社管理規程に従い、子会社の事業部門に関して責任を負う子会社の取締役を任
命し、子会社の企業倫理規程に基づく法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と
責任を与える。本社管理本部は子会社ナガイ白衣工業株式会社総務部と連携し、これら
を横断的に推進し、管理する。また、法令上疑義のある行為等について子会社の従業員
が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。

⑥　当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の他
の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに当社の
監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当該
使用人に対し監査等委員会はその監査業務に必要な事項を指示することができるものと
し、監査等委員会より指示を受けた使用人は当該指示に係る事項に関して、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）及び直属の上司等の指揮命令を受けないものとする。
　当該指示を受けた使用人の異動等については、監査等委員会の意見を聞くものとする。

⑦　当社の監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたこ
とを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　当社並びに当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項
に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を速や
かに報告する。
　当社の監査等委員会は、子会社の取締役、監査役並びに使用人その他これらの者から
報告を受けた者に対して、監査等委員会の職務の執行に関する情報について報告を求め
ることができる。
　当社グループは、監査等委員会に報告した者に対し、当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いはしないものとする。

⑧　当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関
する事項
　監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、
その費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、
速やかに処理する。
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⑨　その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制の基礎として、月
１回定例監査等委員会を開催し、適宜臨時監査等委員会を開催する。
　監査等委員会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換の機会を設定し、認識の共
有を図る。
　また、監査等委員会は、会計監査人から定期的に会計監査内容についての報告を受け
るとともに、意見交換を行うことで会計監査人との連携を図る。
　監査等委員は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席することができ
る。また、監査等委員は、議事録等の関連資料を原則自由に閲覧できる。

（注）内部統制システムの基本方針の改定について
内部統制システムの基本方針につきましては、当事業年度末日現在で記載しておりますが、2020年
10月12日開催の取締役会決議により、改定を行っております。
なお、改定の内容につきましては、東京証券取引所及び当社ホームページにおいて開示を行ってお
ります。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　重要な会議の開催状況

当事業年度における重要な会議の開催状況は次のとおりであります。
取締役会は15回開催（開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に

基づき取締役会のあったものとみなされる書面決議を４回）されました。
監査等委員会は17回開催され、監査等委員全員はそのすべてに出席いたしました。
業務執行取締役及び常勤監査等委員である取締役から構成される経営会議は原則毎週

月曜日に開催され、経営状況や課題等の報告のほか、取締役会より委任を受けた重要な
事項に関する業務執行を決定いたしました。

当社グループ内の連携強化のために、当社及び子会社ナガイ白衣工業株式会社の業務
執行取締役から構成される合同会議を12回開催いたしました。

②　当事業年度における主な取り組み
⒜　コンプライアンス

社内研修において、代表取締役社長が自ら従業員に向けて企業理念及び経営方針を
周知いたしました。

コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、企業倫理規程及び内
部通報制度運用規程の周知を継続するとともに、従業員に対し職場におけるハラスメ
ント防止に関する注意喚起を実施いたしました。

反社会勢力排除に向けた対応については、注意喚起と徹底を継続いたしました。
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⒝　グループ全社のリスクマネジメント
自然災害対策として、全社社員を対象に災害時安否確認訓練を実施いたしました。

子会社ナガイ白衣工業株式会社においては、事業所ごとに避難経路の確認の実施及び
全社社員を対象とした災害緊急時連絡網を作成しております。

また、新型コロナウイルス感染症への対応として、グループ内の取締役を中心とし
たＢＣＰ対策会議を定期的に開催し、グループ全体の現状分析と対策を決定してまい
りました。従業員の安全を確保するため、時差出勤、在宅勤務等を行いました。

当社の情報セキュリティ対策としては、外部からのウイルスや攻撃等に対するセキ
ュリティリスクに関しての監視を日々行っており、万全の体制を整えております。特
に情報漏洩に関しては、各クライアント及びサーバーに対して、ファイル操作の履歴
を常に取るよう設定しており、万が一流出した場合においても、その流出元が特定で
きるようにしております。また、従業員を対象にサイバーセキュリティに関する社内
研修を実施いたしました。

サーバールームに関しては、特定の人物のみがセキュリティカードを使用しての入
室が可能となっております。

防災対策として、無停電電源装置を用意し耐震設備の上にサーバーを設置しており、
大震災にも備えております。また火事や電源喪失など、事業運用に著しい障害が発生
した場合においても、別拠点に設置してある予備サーバーへ切り替え、事業運用に支
障が無い体制を整えております。

子会社ナガイ白衣工業株式会社においては、メールのセキュリティ対策は外部委託
し、各クライアントのウイルス対策については専任担当者が管理しております。防災
対策として、無停電電源装置を用意し、データは別拠点にバックアップし、生産工場
稼働に支障が無いように復旧体制を整えております。

⒞　財務報告に係わる内部統制
財務報告に係わる内部統制は、年間スケジュールに基づき、内部統制評価を実施い

たしました。
⒟　内部監査体制

内部監査計画に基づき、当社及びグループ子会社の内部監査を実施いたしました。

７．会社の支配に関する基本方針
該当する事項はありません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年８月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

 

［資 産 の
 

部］
 

［負 債 の
 

部］

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
た な 卸 資 産
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

35,936,530
25,646,977
3,734,815
1,838,769
4,631,840

2,806
83,006

△1,685
8,995,219
7,571,925
2,692,836

272,833
4,434,116

23,728
148,409

49,548
1,373,744

592,110
2,806

592,462
188,164
△1,800

流 動 負 債 3,713,980

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,592,696

未 払 法 人 税 等 1,036,737

賞 与 引 当 金 85,379

そ の 他 999,166

固 定 負 債 1,096,588

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 26,610

退 職 給 付 に 係 る 負 債 690,172

そ の 他 379,805

負 債 合 計 4,810,568
 

［純 資 産 の
 

部］

株 主 資 本 39,983,229

資 本 金 1,925,273

資 本 剰 余 金 2,378,409

利 益 剰 余 金 41,599,848

自 己 株 式 △5,920,301

その他の包括利益累計額 137,951

その他有価証券評価差額金 228,280

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 5,342

退職給付に係る調整累計額 △95,671

純 資 産 合 計 40,121,181

資 産 合 計 44,931,749 負 債 ・ 純 資 産 合 計 44,931,749

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
( 自　2019年 9 月 1 日

至　2020年 8 月31日 )
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 17,066,476

売 上 原 価 9,256,268

売 上 総 利 益 7,810,208

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,872,911

営 業 利 益 4,937,296

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 14,684

受 取 賃 貸 料 84,719

為 替 差 益 6,783

雑 収 入 21,426 127,612

営 業 外 費 用

固 定 資 産 賃 貸 費 用 32,720

雑 損 失 230 32,951

経 常 利 益 5,031,958

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 270

投 資 有 価 証 券 売 却 益 11,278 11,549

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 13,314 13,314

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 5,030,193

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,561,989

法 人 税 等 調 整 額 △5,878 1,556,111

当 期 純 利 益 3,474,081

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,474,081

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
( 自　2019年 9 月 1 日

至　2020年 8 月31日 )
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

2 0 1 9 年 ９ 月 １ 日 　 残 高 1,925,273 2,368,673 40,120,937 △4,896,115 39,518,768

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,995,170 △1,995,170

親会社株主に帰属する当期純利益 3,474,081 3,474,081

自 己 株 式 の 取 得 △1,031,396 △1,031,396

自 己 株 式 の 処 分 9,736 7,210 16,946

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ）

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － 9,736 1,478,910 △1,024,186 464,460

2 0 2 0 年 ８ 月 3 1 日 　 残 高 1,925,273 2,378,409 41,599,848 △5,920,301 39,983,229

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2 0 1 9 年 ９ 月 １ 日 　 残 高 276,505 3,722 △77,255 202,972 39,721,741

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,995,170

親会社株主に帰属する当期純利益 3,474,081

自 己 株 式 の 取 得 △1,031,396

自 己 株 式 の 処 分 16,946

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ） △48,225 1,619 △18,415 △65,021 △65,021

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △48,225 1,619 △18,415 △65,021 399,439

2 0 2 0 年 ８ 月 3 1 日 　 残 高 228,280 5,342 △95,671 137,951 40,121,181

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2020年８月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

 

［資 産 の
 

部］
 

［負 債 の
 

部］
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品
貯 蔵 品
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
施 設 利 用 権
ソ フ ト ウ ェ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

32,741,039
23,332,213
1,044,282
1,838,769
2,690,419
3,731,966

28,393
2,806

73,872
△1,685

8,710,177
7,457,225
2,630,023

60,689
138,783
28,656

141,226
4,434,116

23,728
42,346
4,473

367
37,505

1,210,606
591,963
50,000
2,806
1,800

18,828
382,306
164,700
△1,800

流 動 負 債 3,753,128
支 払 手 形 916,532
買 掛 金 920,106
未 払 金 448,659
未 払 費 用 31,843
未 払 法 人 税 等 991,882
未 払 消 費 税 等 367,446
賞 与 引 当 金 57,587
そ の 他 19,068

固 定 負 債 537,081
退 職 給 付 引 当 金 157,275
そ の 他 379,805
負 債 合 計 4,290,209

 

［純 資 産 の
 

部］
株 主 資 本 36,930,461

資 本 金 1,925,273
資 本 剰 余 金 2,657,753

資 本 準 備 金 2,202,171
そ の 他 資 本 剰 余 金 455,581

利 益 剰 余 金 38,267,736
利 益 準 備 金 410,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 37,857,736

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 29,519
別 途 積 立 金 33,200,000
繰 越 利 益 剰 余 金 4,628,216

自 己 株 式 △5,920,301
評 価 ・ 換 算 差 額 等 230,545

その他有価証券評価差額金 228,280
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 2,265
純 資 産 合 計 37,161,007

資 産 合 計 41,451,216 負 債 ・ 純 資 産 合 計 41,451,216
（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
( 自　2019年 9 月 1 日

至　2020年 8 月31日 )
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 17,061,523

売 上 原 価 9,410,552

売 上 総 利 益 7,650,971

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,868,639

営 業 利 益 4,782,332

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 41,567

受 取 賃 貸 料 189,635

為 替 差 益 6,950

雑 収 入 9,983 248,136

営 業 外 費 用

固 定 資 産 賃 貸 費 用 105,091

雑 損 失 593 105,685

経 常 利 益 4,924,783

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 270

投 資 有 価 証 券 売 却 益 11,278 11,549

特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 12,430 12,430

税 引 前 当 期 純 利 益 4,923,902

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,501,860

法 人 税 等 調 整 額 6,248 1,508,108

当 期 純 利 益 3,415,793

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 30 －
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株主資本等変動計算書
( 自　2019年 9 月 1 日

至　2020年 8 月31日 )
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計固 定 資 産

圧縮積立金 別途積立金 繰 越 利 益
剰 余 金

2019年９月１日
残 高 1,925,273 2,202,171 445,845 2,648,017 410,000 31,364 31,700,000 4,705,749 36,847,113
事 業 年 度 中 の
変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,995,170 △1,995,170
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 △1,844 1,844 －

別途積立金の積立 1,500,000 △1,500,000 －
当 期 純 利 益 3,415,793 3,415,793
自己株式の取得
自己株式の処分 9,736 9,736
株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
（純額）

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 － － 9,736 9,736 － △1,844 1,500,000 △77,532 1,420,622
2020年８月31日
残 高 1,925,273 2,202,171 455,581 2,657,753 410,000 29,519 33,200,000 4,628,216 38,267,736

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2019年９月１日
残 高 △4,896,115 36,524,288 276,505 1,979 278,485 36,802,774
事 業 年 度 中 の
変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,995,170 △1,995,170
固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 － －

別途積立金の積立 － －
当 期 純 利 益 3,415,793 3,415,793
自己株式の取得 △1,031,396 △1,031,396 △1,031,396
自己株式の処分 7,210 16,946 16,946
株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
（純額）

△48,225 285 △47,939 △47,939

事 業 年 度 中 の
変 動 額 合 計 △1,024,186 406,172 △48,225 285 △47,939 358,233
2020年８月31日
残 高 △5,920,301 36,930,461 228,280 2,265 230,545 37,161,007

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年10月12日

ナガイレーベン株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 村 裕 輔 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 澤 部 直 彦 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、ナガイレーベン株式会社の２０１９年９月１日
から２０２０年８月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ナガイレーベン株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

－ 32 －
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上

－ 33 －

連結計算書類に係る会計監査報告



2020/10/22 18:54:04 / 20660139_ナガイレーベン株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年10月12日

ナガイレーベン株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 村 裕 輔 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 澤 部 直 彦 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ナガイレーベン株式会社の２０１９年９
月１日から２０２０年８月３１日までの第７１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2019年９月１日から2020年８月31日までの第71期事業年度における取締役の職務の
執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社
の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関す
る事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監
査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年10月16日
ナガイレーベン株式会社　監査等委員会

監査等委員（常勤)荻 野 和 孝 ㊞
監査等委員 城 見 浩 一 ㊞
監査等委員 三 嶋 浩 太 ㊞

 

（注）　監査等委員城見浩一及び三嶋浩太は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であり
ます。

以　上

－ 36 －
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＜ご参考１＞
当社の特徴

創業105年
医療白衣メーカー専業
優位なポジションを確立
・国内シェア60％超のリーディングカンパニー

・年間600万着以上を供給

・企画から製造、販売までを一貫して行う

・数千種類にも及ぶ豊富なアイテム数、オーダーメイド対応など、競争力のある商品

事業領域

「医療」と「衣料」を繋ぐリーディングカンパニー
医療・ヘルスケア 衣料

医 衣
社会の健康と発展に貢献

・ニッチな市場で確固たる地位を確立
・医療制度や保険点数に直接的な影響を受けない分野でのビジネス展開
・機能性と感性に訴求したファッショナブルな衣料を提供することにより高付加価値を創出

－ 37 －
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市場環境（看護・介護職員の将来需要推計）

300

250

200

150

100

50

0
2017 2025

167 188

202万人

＋21～
35万人

2017 2025

187
245

245万人

＋58万
人

（万人） 看護職員
■将来推計（Max）
■将来推計（Min）
■実績数

出処：厚労省「医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会」
　　　資料より

介護職員
■将来推計

■実績数

出処：実績値　厚労省「介護サービス施設・事業者調査」
　　　推計値　厚労省「第７次介護保険事業計画」資料より

高付加価値戦略
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商品別売上推移

市場構成イメージ
（ナースワンピース）

ハイエンド商品
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5,000円

高付加価値商品

付加価値商品

量販品

（上代）
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収益力安定に向けた戦略
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海外生産拠点及び海外シフト化

□ 中国
　 ベトナム
　 インドネシア

□ 生産の海外シフト化

海外生産の仕入比率

売上高・総利益率の推移
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注：1994年より連結。それ以前は単独。

売上総利益率（右）
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株主還元の基本方針

株主重視の姿勢
～積極的なディスクロージャーによる透明性向上
～投資家との双方向コミュニケーション
～高配当による株主還元

配当方針
⇒安定配当継続、配当性向（単体）50％を基本方針にする

自己株式の取得
⇒市場環境等を踏まえ、機動的に実施

5,000

4,500

4,000

3,000

2,000

2,500
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1,000
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0
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0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020予

（百万円） （％）

株主還元実績

2015年の１株当たり配当金100円（普通配当：50円、記念配当：50円）

自社株買（左軸）
配当総額（左軸）
総還元性向（右軸）
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＜ご参考２＞
CSR/ESGの取り組み

社会的責任：豊かな社会の実現とその持続に貢献

新たな取り組み

社会貢献 感染対策商品の新開発/
医療機関等に寄付

新型コロナウイルス感染症対策として、洗濯で再
利用可能なリユーザブルマスク（4万枚）/アイソ
レーションガウン（1万枚）を寄付

社会貢献 医療従事者への応援メッセージ
新型コロナウイルス感染症対応の最前線で力を尽
くす医療従事者の皆様に応援メッセージを配信

お客様 ナースのためのビューティー講座
医療現場のナースにふさわしいメイクアップ・立
ち居振る舞い等を学べる実践講座。資生堂とのコ
ラボレーション。

女性活躍 女性主役産業をサポート
当社の商品の多くは病院・介護の現場で働く女性
向けであり、また当社の生産現場では多くの女性
スタッフが縫製作業に関わっています。当社の事
業活動が、多様なライフイベントをもつ女性が活
躍できる場を創出し、働く女性への支援につなが
っています。

地域貢献 歴史白衣の貸出し
歴史的な白衣のアーカイブを構築し、医療機関の
催事等に無料貸し出し。

地域貢献 生産拠点を通じた地域貢献
現地雇用の創出活動、能力開発など、地域社会の
発展に貢献しています。
・国内生産：1969年～　秋田県
・海外生産：1989年～　中国・インドネシア・ベ

トナム

お客様 ナースのための憩いの場
「ITONA」ギャラリーの開設

ナースへの「ありがとう」の気持ちを形にするた
め、日本で初めてのナースのための心のコミュニ
ケーションスペースを開設しています。

地域貢献 メディカルキッズプロジェクト
ミッフィー病院訪問

ドクターやナースに模した、子ども用白衣の病院
貸出しや、ミッフィー着ぐるみの病院訪問を実施
しています。

環境 環境への取り組み
・2005年に「ISO14001の認証」を取得。原材料

の裁断クズを再利用したルーフ材加工などの取
り組みを実施。

・病院の手術現場向けにリユース商品「コンペル
パック」を開発・販売。従来のディスポーザブ
ルからリユーザブルに転換でき、病院内での医
療廃棄物削減を可能にしました。

社会貢献
・ナースのための詩集を定期発行し、病院や看護

師に無料贈呈
・障害者雇用支援：障害者の積極的な雇用・促進

に貢献した優良事業所として子会社ナガイ白衣
工業株式会社が選ばれ、厚生労働大臣から表彰

・秋田県仙北郡美郷町産業大使に就任

・災害支援：SARSやインドネシアの大地震、阪神
淡路大震災、東日本大地震、熊本地震などの災
害発生時に、看護協会や赤十字を通じた寄付や
白衣の提供、車椅子の寄贈などを実施

・国連の食糧支援機関「国連WFP」を支援
・「南三陸　復興桜植樹」をサポート：3.11の津

波到達地点に桜を植える活動「海の見える命の
森」に被災地・南三陸町の有志らと協力

－ 41 －
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＜ご参考３＞
SDGsに向けた考え方

　2015年、国連総会において貧困や不平等、不公正の撲滅、気候変動への対応など
2030年までに達成すべき目標として「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択されま
した。
　新興国だけではなく先進国などあらゆる国と地域が、2016年～2030年の15年間で
達成するために掲げた国際目標として、持続可能な世界を実現するための17のゴール
（大きな目標）と、それらを達成するための具体的な169のターゲットから構成され
ています。
　当社は、「ナガイズム」の行動指針のもと、「人」「企業利益」「社会貢献」が、
バランスよく熟成してこそ、社会に求められる企業集団になると考えており、世界が
直面するさまざまな課題と真摯に向き合い、事業を通じた社会課題の解決を図ること
で、持続可能な社会の実現を目指していきます。

“いのちの力になりたい。”

・衣を通じて、医療の現場をサポート
・医療の現場が求める特別な機能性、感性の実現

環境

・病院向けに環境配慮商品
「コンペルパック」開発・販売

・環境を配慮した業務体制
ISO14001取得

社会への還元

・ナガイズムの精神にもとづき、事業で得られた利益
をさまざまなステークホルダーに還元

企業市民としての社会的責任

－ 42 －
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メ　　モ
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メ　　モ
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メ　　モ
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株主総会会場ご案内図
会場　東京都千代田区鍛冶町二丁目１番10号

当社本社　３階会議室
ＴＥＬ　03(5289)8200

東
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メ
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ロ
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駅
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上
野
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ノ
水
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原

至
銀
座
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東
京 神田駅南口

今川橋

神田駅前

神田駅北口

小諸そば

ファミリー
マート

ドトール
コーヒー

ローソン

ファミリーマート

スターバックス
コーヒー

みずほ銀行

三井住友銀行

セブンイレブン

北口 東口

西口
南口

JR神
田
駅

４ 3

２
１

当社本社
３階会議室

神田駅
西口商店街
入口

ファミリー
マート

●ＪＲ線「神田駅」　南口出口　徒歩２分
東口出口　徒歩３分

●東京メトロ　銀座線「神田駅」　１番出口　徒歩４分
上記ご案内図中の１・２・３・４は東京メトロ神田駅の出口です。

＜ご注意＞
駐車場のご用意はいたしておりませんので、あらかじめご了承くださいます
ようお願い申し上げます。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

地図




